
西警察署
枇杷島交番
☎531-0110

枇 杷 島 だ よ り 令和６年６月号

枇杷島学区犯罪発生状況

侵入盗
自動車盗
自転車盗
車上ねらい
部品ねらい
特殊詐欺

（令和6年１月～５月）暫定

交差点で自転車の事故が多発中！
自転車のルールを守りましょう
☆ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

☆ 交差点では信号と一時停止
を守って、安全確認

☆ 夜間はライトを点灯
☆ 飲酒運転は禁止
☆ 携帯電話を操作しながら
運転は禁止

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
～覚醒剤、大麻等の乱用をなくそう～

◎ 大麻は、乱用すると視覚、味覚や触覚などの感覚が
過敏になり、その影響で暴力的になったり、妄想や幻覚
に襲われて感情が不安定になったり、何もやる気のない
状態になって、調子が悪くなったりします。

◎ 大麻事犯で検挙される人は、未成年者や若者の比率
が高く、軽い気持ちから乱用に足を踏み入れてしまい、抜
けられなくなってしまう例も多くあります。

☆ あなたの周りで薬物を扱ってい
る人を見たり聞いたりしたときは、
警察本部か西警察署、枇杷島交番
までご連絡ください。
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不法滞在者に対して不法就労をあっせんするブローカーや、就労が認められない外
国人を雇用する事業主が後を絶ちません。
外国人を雇用しようとする場合は、旅券、在留カードなどのコピーではなく、実物 で
在留資格、在留期間を確認してください。
不明な点は、最寄りの警察署又は出入国在留管理庁にお問い合わせください。

警察から事業主の皆様へお願い


